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４－１ 自立活動専任教員の資格

前述された３－３自立活動専任教員の配置におい

て、専任で自立活動担当教員を配置している学校は、

盲学校10校、聾学校28校、知的障害養護学校51校、

肢体不自由養護学校55校、病弱養護学校１校、合計

145校であった。これらの学校について、どのような

人が自立活動担当の専任教員になっているかについ

て調査した（図4-1）。

この調査項目では、自立活動専任教員の保有免許

等の実数を把握するために重複回答となっている。

全体で最も多いのは「盲聾養護学校の教員免許を

有している者」（255人）であり、ついで「研修等に

より専門的知識技能を有している者」（219人）、「自

立活動に関心や自立活動の担当希望のある者」（210

人）、「ＰＴ・ＯＴ・言語聴覚士・視能訓練士の資格

を取得している者」（140人）、「資格認定試験による

自立活動の教員免許保有者」（138人）となっている。

４－２ 各学校種ごとにみた自立活動専任教員の資格

表4-1は、各学校種における自立活動専任教員の実

態を示したものである。

盲学校では、「研修等により専門的知識技能を有し

ている者」と「資格認定試験による自立活動の教員

免許保有者」が多い。聾学校、知的障害養護学校、

肢体不自由養護学校では、「盲聾養護学校の教員免許

を有している者」が最も多い一方で、「資格認定試験

による自立活動の教員免許保有者」は多くない傾向

にある。

４－３ 自立活動専任教員の「自立活動の時間」に

関する指導時数

図4-2は、自立活動専任教員の「自立活動の時間」

に関する指導時数を示したものである。盲学校・聾

学校・知的障害養護学校では、抽出しての指導する

形態の指導時数が学部・学級に加わっての指導に比

べて多いが、肢体不自由養護学校では同じ程度の時

数になっている。

４－４ 自立活動専任教員における「自立活動の時

間」以外の持ち時数の有無

図4-3は、「自立活動の時間」以外に自立活動専任

教員の持ち時数があるかどうかを尋ねた結果であ

る。全体の約60％の学校で、自立活動専任教員が自

立活動の時間以外に授業を担当しており、特に盲学

校が87.5％と高かった。

４－５ 考察

自立活動専任教員については、前述3-3の結果にあ

るように全ての学校に専任教員が配置されているわ

けではなく、配置されている学校は少数派である。

また、学校種別によってもその実態や状況は様々で

あると考えられる。たとえば、病弱養護学校では、

専任教員はほとんど置いていないからといって自立

活動の指導をしていないわけではなく、実際には担

任が個別のニーズに応じて自立活動の指導をしてい

ると考えられる。同様の状況が盲学校・聾学校にお

いてもあると思われる。こうした点からすれば、こ

の調査結果からのみで自立活動を担当する教員の実

態や専門性について考察することは難しいと考え

る。

しかしながら、全ての盲・聾・養護学校は、学級

担任以外に自立活動専任教員がその学校の学級数に

応じて教員定数として配置されていることからする

と、実際に自立活動専任となっている教員数はかな

り少ないと考えられる。すなわち、全体の80％以上

が自立活動専任教員は配置しておらず、この調査結

果は配置している約20％の学校実態であるからであ

る。

一方、自立活動専任教員は配置している学校では、

自立活動の教員免許保有者やＰＴ・ＯＴ・言語聴覚

士・視能訓練士の資格保有者、盲聾養護学校教員免

許保有者など、専門性のある教員を積極的に担当者

に選んでいると考えられる。しかし、自立活動教員

免許保有者の人数は全体としては必ずしも多くな

い。

本研究における「自立活動の課題」に関する調査

４ 自立活動専任教員の実態について
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項目では、自立活動に関する専門性のある教員の不

足など、専門性に関する項目が最も大きな課題とさ

れている。

自立活動に関する専門性のある教員の育成および

確保すること、およびそうした教員を積極的に登用・

配置することが重要な課題であると考える。

図4-1 自立活動専任教員の実態

表4-1 各学校種の自立活動専任教員の実態

図4-2 自立活動専任教員の「自立活動の時間」に関する
指導時数

図4-3 自立活動専任教員における「自立活動の時間」以
外の持ち時数の有無


